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芦 屋 市 民 憲 章 
 
わたくしたち芦屋市民は、  文化   市の市民で る りを  て、わたくしたちの芦屋を

より美しく明るく豊かにするために、市民の る き  として、ここに憲章を定めます。 
この憲章は、わたくしたち市民の とり とり 、その本分を守り、他人に迷惑をかけないという
自 に  て いに  し、 自   を  し うとする ので ります。 
 
1 わたくしたち芦屋市民は、文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。 
1 わたくしたち芦屋市民は、自然の風物を愛し、まちを緑と花でつつみましょう。 
1 わたくしたち芦屋市民は、青少年の夢と希望をすこやかに育てましょう。 
1 わたくしたち芦屋市民は、健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。 
1 わたくしたち芦屋市民は、災害や公害のない清潔で安全なまちにしましょう。 
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区域施策編策定の背景
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第１章 計画策定の背景 

 
（1―1）区域施策編策定の背景 

ア 気候変動の影響 
気候変動問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わ

る安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既に世界
的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。 

令和３（2021）年８月には、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報告書
が公表され、同報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには
疑う余地がないこと、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現
れていること、気候システムの多くの変化（極端な高温や大雨の頻度と強度の増加、いくつ
かの地域における強い熱帯低気圧の割合の増加等）は、地球温暖化の進行に直接関係して拡
大することが示されました。 

今後、地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測
されています。 

 
イ 地球温暖化対策をめぐる国際的な動向 
大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもたらすさま

ざまな悪影響を防止するための国際的な枠組みを定める、気候変動に関する国際連合枠組
条約（以下「気候変動枠組条約」という。）が平成 4（1992）年に国連環境開発会議（地球
サミット）において採択され、平成 6（1994）年に発効されました。これに基づき、平成
7（1995）年から毎年、気候変動枠組条約締約会議（COP）が開催されており、平成 9（1997）
年に京都で開催された COP3 において、京都議定書が採択され、平成 17（2005）年に発効
されました。その中で日本については、温室効果ガスの総排出量を、平成 20（2008）年か
ら平成 24（2012）年の第一約束期間に、平成２（1990）年比６％削減するとの目標が定
められました。 

平成 22（2010）年にメキシコのカンクンで開催された COP16 では、先進国と発展途上
国両方の削減目標および行動が同じ COP 決定の中に位置付けられたカンクン合意が採択さ
れました。 

翌年、南アフリカのダーバンで開催された COP17 において実施が決定された京都議定書
の第二約束期間について、日本やロシア、ニュージーランド等数か国は、一部の先進国のみ
が削減義務を負う第一約束期間の枠組みを固定化するような第二約束期間の設定は受け入
れらないと表明し、参加を見送ったほか、カナダは京都議定書からの離脱を表明しました。 

この COP17 では、令和２（2020）年以降からの新たな枠組みについても話し合われ、
全ての国が参加する枠組みを平成 27（2015）年までに構築することが決定されました。こ
の決定に基づき、翌年にカタールのドーハで開催された COP18 では、第二約束期間を令和
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２（2020）年までとし、京都議定書の改正案が正式に採択されるとともに、平成 27（2015）
年の交渉妥結に向けたスケジュールが策定されました。 

令和２（2020）年以降の温室効果ガス排出削減の枠組みについては、平成 27（2015）
年にパリで開催された COP21 において、発展途上国を含む全ての参加国に温室効果ガス削
減の努力を求める「パリ協定」が採択され、平成 28（2016）年 11 月に発効されました。
また、平成 30（2018）年には、パリ協定の実施指針が決定しました。 

 
ウ 地球温暖化対策をめぐる国内の動向 
日本では、平成２（1990）年に「地球温暖化防止行動計画」が策定され、この計画に基

づき、総合的な温暖化対策が進められてきましたが、平成９（1997）年の COP3 において
採択された京都議定書により、第一約束期間内に平成２（1990）年比６％の温室効果ガス
削減義務が課されたことを受けて、平成 11（1999）年４月に「地球温暖化対策の推進に関
する法律（平成 10 年法律第 117 号）」（以下「温対法」という。）が施行されました。温対
法は、地球温暖化対策への取組として、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明ら
かにし、各主体の取組を促進するための法的枠組みを整備するもので、平成 20（2008）年
6 月の法改正では、排出抑制等指針の策定や地方公共団体実行計画の拡充、温室効果ガス排
出量算定・報告・公表制度の対象拡大等が盛り込まれました。 

更に、平成 20（2008）年 7 月閣議決定の「低炭素社会づくり行動計画」において、令和
32（2050）年までに、温室効果ガスを現状から 60～80％削減すると目標を定め、平成 21
（2009）年 8 月には、環境大臣が「温室効果ガス 2050 年 80％削減のためのビジョン」を
発表し、日本も将来の技術ポテンシャルを踏まえつつ、適切な政策を行うことで、令和 32
（2050）年までに 80％削減が可能であるとの考えを示しました。 

平成 27（2015）年７月に、日本の将来のエネルギー需要構造のあるべき姿を示した「⾧
期エネルギー需給見通し」が策定されるとともに、温室効果ガスを令和 12（2030）年度に
平成 25（2013）年度比で 26％削減するとの中期目標を掲げた「日本の約束草案」が国連
気候変動枠組条約事務局に提出されました。また、同年 11 月に、「気候変動の影響への適
応計画」が閣議決定されました。 

更に、平成 28（2016）年５月には、「日本の約束草案」と「パリ協定」を踏まえた総合
計画である「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。この計画は、中期目標について
各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにするとともに、⾧期目標として、令和 32
（2050）年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すことが位置付けられています。 

また、日本の気候変動適応の法的位置付けを明確にし、推進していくために、平成 30
（2018）年６月に「気候変動適応法」が公布され、同年 12 月に施行されました。同年 11
月には、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「気候変動適応
計画」が策定されました。 

更に、令和２（2020）年 10 月の臨時国会において、内閣総理大臣により「2050 年カー
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ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことが宣言されました。これを踏まえ、同
年 12 月に、経済産業省が中心となり、カーボンニュートラルを環境と経済の好循環につな
げるための産業政策である「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⾧戦略」が策
定されました。 

地球温暖化防止に向けた国内外の動向 
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令和３（2021）年 4 月に、国は令和 12（2030）年度において温室効果ガス 46%削減

（平成 25〔2013〕年度比）を目指すこと、さらに 50%の高みに向けて挑戦することを表
明しました。この新たな削減目標を踏まえて、令和３（2021）年 10 月に、国の地球温暖
化対策計画が 5 年ぶりに改定されました。この計画では、二酸化炭素以外も含む温室効果
ガス全てを網羅し新たな令和 12（2030）年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載して新
目標実現の道筋を描いています。 

表 地球温暖化対策計画における令和 12（2030）年度温室効果ガス排出削減量の目標 

 
出典 環境省（令和３〔2021〕）「地球温暖化対策計画」 

＜https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html＞ 

 
エ 兵庫県における地球温暖化対策 
世界や日本の気温上昇と同様に、兵庫県内の年平均気温も⾧期的に上昇しており、環境省

の将来予測結果の場合、21 世紀末には 20 世紀末に比べて 3.8～4.8℃の上昇が見込まれて
います｡ 

兵庫県の温室効果ガス排出量は 5 年連続で減少傾向にあり、平成 30（2018）年度は全
国排出量の約 5％に相当する約 63,220 万 t-CO2(速報値)で、産業部門からの排出が全体の
約 66％(国の産業部門の割合の約 2 倍)を占めている状況です｡ 

また、再生可能エネルギーによる年間発電量は、令和２（2020）年度末時点で約 47 億
kWh であり、その約 8 割を太陽光発電、約 2 割をバイオマス発電が占めています｡ 

このような中、兵庫県は、脱炭素社会の実現を地域から先導するとともに、気候変動の影
響への耐性･回復力を備えた地域づくりを目指して、令和４（2022）年 3 月に｢兵庫県地球
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温暖化対策推進計画｣(以下、｢県推進計画｣)を改定しました｡ 
県推進計画では、⾧期的な将来像として｢2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ｣を掲げてお

り、再生可能エネルギーの導入など、県民･事業者･団体･行政等が一体となった取組を推進
していくこととしています｡ 

具体的には、令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出量の 48％削減(平成 25〔2013〕
年度比)に取り組みつつ、さらなる高みを目指すこととしています｡ 

また、レジリエンスの向上や地域資源の有効活用の観点からも更に再生可能エネルギー
の導入拡大を図る必要があることから、令和 12（2030）年度の再生可能エネルギー導入目
標(発電量)を 80 億 kWh(再エネ比率約 22％)としていましたが、100 億 kWh(再エネ比率
約 30％)に導入目標の見直しを行いました｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料 兵庫県地球温暖化対策推進計画（令和４〔2022〕年３月） 

兵庫県において強化する再生可能エネルギー導入目標 
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オ 芦屋市における地球温暖化対策 
 芦屋市ゼロカーボンシティ表明 

本市は、令和３（2021）年 6 月 1 日に「芦屋市ゼロカーボンシティ」を表明しました。
市・市民・事業者が二酸化炭素排出量の削減に取り組み、地域全体で脱炭素社会の実現を目
指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 芦屋市地域脱炭素ロードマップ 
ゼロカーボンシティの実現を目指すうえで重要な位置付けとなる、再生可能エネルギー

の活用について、本市が有する再エネのポテンシャル調査を行い、実現可能な再エネを抽出
し、エネルギー転換を段階的、持続的に進めていくため芦屋市地域脱炭素実現のためのロー
ドマップ（芦屋市地域脱炭素ロードマップ）を令和５（2023）年 1 月に策定しました。 

 

③県内 14 自治体の連携による太陽光発電及び蓄電池の共同購入事業の実施 
阪神 10 市３町と神戸市は、太陽光パネルや蓄電池の購入希望者を共同で募集し、支援事

業者が一括して発注する「太陽光発電及び蓄電池の共同購入事業」を実施しています。この
自治体連携によって、ゼロカーボンシティ実現に向けた芦屋市内の再エネ設備の導入が、よ
り一層進むことが期待されます。 

 
④第５次芦屋市率先実行計画の策定と芦屋市環境マネジメントシステム（EMS）の運用 

本市では、「温対法」に基づき、平成 13（2001）年３月に芦屋市環境保全率先実行計画
（以下、率先計画という。）を策定し、その後平成 19（2007）年２月に第２次率先計画、
平成 23（2011）年３月に第３次率先計画、平成 28（2016）年 3 月に第 4 次率先計画、
令和３（2021）年 3 月に第５次率先計画を策定し、環境負荷の低減に向けた取組を進めて
きました。また、平成 19（2007）３月１日より、本庁舎等において「芦屋市環境マネジメ
ントシステム（EMS）」の運用を始め、平成 28（2016）年 6 月の改定を経て現在も運用し
ています。  

芦屋市ゼロカーボンシティ 
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⑤公共施設 25 施設に再エネ 100％電力の導入 
令和４（2022）年４月から市内の公共施設 10 施設、同年 6 月から市内の学校園 12 施

設、本庁舎・分庁舎・公光分庁舎南館で再エネ 100％電力の導入（年間約 2,500ｔ-CO2 の
温室効果ガス排出量の削減が可能）を目指し取り組んでいます。 

 
再エネ 100％電力を導入した公共施設 （令和６〔2024〕年時点） 

 
 

⑥公共施設 16 施設に太陽光パネルを設置 
本庁舎や学校園、保育施設や集会所、病院といった 16 の公共施設に太陽光パネルを設置

しています。 

  

芦屋市民センター             芦屋市立図書館           芦屋市立山手中学校   

本庁舎                 芦屋市立精道中学校            打出教育文化センター  
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⑦市民、事業者への補助の実施 
本市は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO ）の排出量削減をめざし、一般住宅向け
二酸化炭素排出抑制補助事業として、芦屋市ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）普及
促進補助を実施しています。また、令和５（2023）年 5 月には、環境省の地域脱炭素移行・
再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）の採択を受け、「エネルギーの地産地消の都市型
モデルの創出」に向けて、再生可能エネルギー導入の取組を強化しているところです。 

 
 
 

カ 位置づけ 
本計画は温対法第 19 条に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定す

るものであり、国や県が進める地球温暖化対策や、芦屋市地域脱炭素ロードマップ（令和５
〔2023〕年 1 月策定）と整合性を図って取組施策等を進めていきます。 
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（1―２）区域の特徴 
以下に示す本市の自然的・社会的条件を踏まえ、区域施策編に位置付けるべき施策の整理

を行います。また、他の関係行政施策との整合を図りながら、地球温暖化対策に取り組むこ
ととします。 

ア 自然的特性 
（１）気温・降水量 

本市の気象は、典型的な瀬戸内海型に属し、温暖で雨が少なく安定しています。平均気
温は 17℃前後で過ごしやすく、平均年間降水量は 1,387.4 ㎜となっています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年平均気温及び年間降水量の推移 

（資料 芦屋市統計書） 
 

（２）日照 
最寄の気象台の観測データによれば、年間日照時間は平均で概ね 2,160 時間程度とな

っています。日照時間の全国平均値は 2,000 時間程度であるため、芦屋市付近の年間日
照時間は⾧いと言えます。 

過去 11 年間では令和４（2022）年が 2,310 時間で最も⾧く、最も短かったのが平成
27（2015）年となっています。 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

年間日照時間の推移 
（資料 気象庁〔神戸地方気象台〕） 
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（３）風況 
年間平均風速は概ね 2.3ｍ/ｓ程度となっており、過去 11 年間の推移をみても大きな

変化は見られません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年間平均風速の推移 
（資料 芦屋市統計書） 

 

イ 地理特性 
（１）位置・地勢 
 位置 

本市は兵庫県の南東部、  と  の    に位置し、面積約 1,857ha、   
2.5km、   9.6km と  に  いまちで、 は  の  み は   に し、気
候温 な自然  と  な    な 、    に ま た   市です。 

また、近代に入り、産業地域としてではなく、  地として  し、質の高い住環境を
備えた都市として、その名を全国に知られています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位置図 
（出典 第 5 次芦屋市総合計画）  
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 地勢 
本市は、北部地域の山地部から南芦屋浜地域の臨海部によって南北に形成され、六甲山

を頂点として高低差のある地形構造となっています。 
六甲山系の山地部は、ロックガーデンなどの独特の自然景観をつくりだしており、その

大半が瀬戸内海国立公園六甲地域に指定され、憩いと安らぎの場として広く親しまれて
います。このような緑地の保全や防災上の観点から、市街化を抑制する市街化調整区域と
なっています。 

市街地は、六甲山系の裾野を形成している山麓部（山手地域）と、芦屋川の扇状地等か
らなる平坦部（中央地域）、臨海部の芦屋浜地域及び南芦屋浜地域によって形成されてい
ます。高低差のある地形により、山地側からと海側からの相互の眺望に優れ、平坦な市街
地からは六甲山系の緑を身近に感じることができ、山麓部からは南に広がる市街地や大
阪湾までを一気に見渡すことができます。更に、芦屋川と宮川の水系軸が南北にあり、水
と緑が一体となった良好な眺望を一層強調しています。 

 
 
 
 
 
 

地形図 
（出典 芦屋市都市計画マスタープラン） 

 

（２）土地利用 
 土地利用の状況 

令和５（2023）年１月１日現在の課税地面積で見た土地利用の状況は、宅地が 81.3％
と最も大きな割合を占めています。次いで山林が 10.3％、雑種地が 8.1％で、田、畑は
1％未満となっています。 

 
 
 
 
 
 

 

土地利用面積の内訳 
（資料 芦屋市統計書） 
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 土地利用の変化 
土地利用の内訳を平成 25（2013）年と比較すると、わずかながら宅地が増加、山林及

び田・畑が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

土地利用の変化 
（資料 芦屋市統計書） 

 
 

（３）都市計画区域の内訳 
本市全域が阪神間都市計画区域に指定されており、令和５（2023）年 10 月 1 日現在

において、市街化区域が 52.2％、市街化調整区域が 47.8％となっています。また、市街
化区域の 94.4％は、住居系用途に指定されています。残りの 5.6％は商業系用途となっ
ており、工業系用途に指定されている区域はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画区域の内訳 
（資料 芦屋市統計書） 
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 ウ 社会的特性 
（１）人口等 

   人口・世帯数・世帯人員の推移 
令和５（2023）年の人口は 93,271 人、世帯数は 43,017 世帯、平均世帯人員は 2.17

人となっています。平成 25（2013）年と比べて、人口が 1,133 人減少している一方
で、世帯数が 2,413 世帯増加しているため、平均世帯人員は減少傾向が見られます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
人口・世帯数・世帯人員の推移 

（資料 芦屋市統計書） 
 

   年齢階層別人口比率の推移 
平成 12（2000）年から令和 2（2020）年で、15 歳未満、15 歳～64 歳が減少傾

向、65 歳以上が増加傾向で推移しており、少子高齢化の進行がうかがえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢階層別人口比率の推移 
（資料 芦屋市統計書〔国勢調査年齢不詳を除く〕）  



 

16 

（２）世帯の家族類型の推移 
平成 12（2000）年から令和 2（2020）年で、単独世帯が増加し、核家族、その

他が減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

世帯の家族類型の推移 
（資料 国勢調査） 

 

（３）産業（全体） 
 産業別従業人口の推移 

第１次産業はほぼ横ばいに推移していますが、第２次産業及び第３次産業は減少
傾向が見られます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

産業別従業人口の推移 
（資料 国勢調査）  
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 産業別従業人口の比率の推移 
第 3 次産業の割合が最も多くなっており、令和２（2020）年には全体の約 80％を

占めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

産業別従業人口の比率の推移 
（資料 国勢調査） 

 
③産業別市内総生産の推移 

市内総生産は、年間 2,200 億円前後でほぼ横ばいに推移しており、第３次産業が
全体の 90％近くを占めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業別市内総生産の推移 
（資料 令和３年度市町民経済計算〔兵庫県統計課〕）  
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（４）農業 
農家数、農家人口はわずかで、農家数は減少傾向にあり、農家人口は増減を繰り返

しながら減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農家数・農家人口の推移 
（資料 芦屋市統計書） 

 

（５）工業 
製造品出荷額等は平成 29（2017）年以降概ね 31 億円弱でほぼ横ばいに推移して

おり、令和４（2022）年には 30 億 8,100 万円となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

製造品出荷額等と事業所数等の推移 
（資料 芦屋市統計書）  
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（６）商業 
平成 24（2012）年以降、従業者数は増加傾向が見られます。その一方で、商店数、

売場面積、年間商品販売額は、増減を繰り返しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年間商品販売額と商店数等の推移 
（資料 芦屋市統計書） 

 

（７）運輸交通 
 自動車保有台数、鉄道乗降客数の推移 

自動車保有台数は、平成 27（2015）年度以降、32,000 台前後でほぼ横ばいに推
移しています。鉄道乗降客数は令和元（2019）年度まで約 11 万人/日で推移してい
ましたが、令和２（2020）年以降は 10 万人/日を下回っており、新型コロナウイル
ス感染症の影響がうかがえます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

自動車保有台数，鉄道乗降客数の推移 
（資料 芦屋市統計書） 
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 公共交通機関の利用者数（JR、阪急電鉄、阪神電鉄）の推移 
阪神電鉄は令和元（2019）年度まで増加、阪急電鉄は横ばい、JR は減少傾向にあ

りましたが、令和２（2020）年度以降は、各交通機関で大きく減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共交通機関の利用者数（JR、阪急電鉄、阪神電鉄）の推移 
（資料 芦屋市統計書） 

 
③ 車種別自動車保有台数の推移 

乗用車が全体の 80％以上を占める中、軽自動車が増加する傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車種別自動車保有台数の推移 
（資料 芦屋市統計書）  
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車種別自動車保有率の推移 
（資料 芦屋市統計書） 

 
（８）住宅 

  住宅数・空き家率の推移と居住住宅の所有形態別内訳 
住宅数、空き家率は、平成 30（2018）年に減少しています。所有形態別では、持

ち家が約 64％と最も多く、次いで借家が約 31％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅数・空き家率の推移 
（資料 芦屋市統計書） 
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居住住宅の所有形態別内訳 
（資料 芦屋市統計書） 

 

  着工新設住宅件数・床面積の推移と居住住宅の建築時期別内訳 
着工新設住宅件数・床面積は、平成 27（2015）年までは減少傾向、それ以降は概

ね増加傾向にあります（平成 29〔2017〕年を除く）。 
建築時期は、平成３（1991）～平成 12（2000）年が約 26％と最も多く、次いで、

平成 13（2001）～平成 22（2010）年の約 20％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

着工新設住宅件数・床面積の推移 
（資料 兵庫県統計書）  

 （平成30〔2018〕年） 
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居住住宅の建築時期別内訳 
（資料 芦屋市統計書） 

 

（９）販売電力量 
電灯は販売電力量の約９割を占め、平成 24（2012）年以降、減少傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

注 電力小売り自由化により市内の正確な電力需要状況の把握が困難に
なったため、平成 28（2016）年度以降、更新を終了 

電灯販売電力量・電力販売電力量の推移 
（資料 芦屋市統計書） 

  

 （平成30〔2018〕年） 
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（１０）都市ガス消費量 
都市ガス需要量は、家庭用が平成 30（2018）年で約 6 割を占め、年々家庭用以外

の割合が増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注 ガス小売り全面自由化により市内の正確な都市ガス需要状況の把握

が困難になったため、令和元（2019）年度か以降、更新を終了 
都市ガス需要量の推移 

（資料 芦屋市統計書） 

 
（１１）都市公園等面積の推移 

都市公園の整備状況に大きな変化はなく、令和４（2022）年度末現在で 145 箇所、
総面積 600 千㎡弱（市民一人当たり約 6.2 ㎡）の都市公園が整備されています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

都市公園の整備状況 
（資料 芦屋市統計書）  
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（１２）緑化 
本市全域の緑被率（市全体面積に対する

緑被面積の割合）は、平成 29（2017）の約
22％から令和 2（2020）年には約 27％まで
増加しています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑化の状況 
（出典 芦屋市緑の基本計画〔令和３(2021)年７月〕） 

 
 
（１３）ごみ焼却量 

ごみ焼却量、埋立処分量ともに減少傾向が見られます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ごみ処理量の推移 

（資料 ごみ処理事業概要） 
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（１４）再生可能エネルギー導入量 
 公共施設における再エネ導入実績 

太陽光発電は、平成 13（2001）年度から庁舎など 16 施設で導入を進めています。 
太陽熱利用は、平成 21（2009）年度から 3 施設で導入を進めています。 
 

太陽光発電導入実績 

施  設 容 量 
(kw) 導入年度 活用状況 

庁舎 

芦屋市役所本庁舎（北館・南館） 10 平成 25（2013） 自家消費 

芦屋市役所本庁舎（東館） 15.3 平成 27（2015） 自家消費 

芦屋市役所本庁舎（北館） 10 平成 28（2016） 自家消費 

芦屋市役所分庁舎 10 平成 30（2018） 自家消費 

教育施設 

岩園小学校 20 平成 13（2001） 売電 

打出浜小学校 10 平成 22（2010） 自家消費 

浜風小学校 20 平成 22（2010） 自家消費 

山手中学校 20 平成 31（2019） 自家消費 

精道中学校 20 令和２（2020） 自家消費 

子ども園 
西蔵こども園 5.5 令和２（2020） 自家消費 

精道こども園 5.2 令和２（2020） 自家消費 

集会所 
三条集会所 5.5 平成 24（2012） 売電 

竹園集会所 5 平成 25（2013） 売電 

病院 芦屋病院 15 平成 24（2012） 自家消費 

処理場 南芦屋浜下水処理場 24 平成 12（2000） 自家消費 

霊園 芦屋市霊園事務所 5.5 令和 3（2021） 自家消費 
 

太陽熱利用導入実績 

施 設 集熱面積 
(㎡) 導入年度 

消防本部 32 平成 21（2009） 

みどり地域生活支援センター 15 平成 23（2011） 

あしや温泉 20 平成 22（2010） 
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 再生可能エネルギー導入量の推移 
本市で導入が進んでいる再生可能エネルギーは太陽光発電で、令和４（2022）年

度末現在の導入容量は 8,010kW となっています。これは平成 26（2014）年度にお
ける導入量の 2 倍以上にあたり、住宅用などの比較的小規模な設備（10kW 未満）
の導入件数が伸びています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太陽光発電導入件数及び導入量の推移 
（資料 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ホームページ） 

 

③再生可能エネルギー分担率の推移 
環境省の「自治体排出量カルテ」によれば、市域の太陽光発電による発電量は導入

量の増加に伴って増えています。令和４（2022）年度末現在、発電量は 9,769MWh
と推計されており、市域の消費電力量に対する分担率は約 2.9％と見込まれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

再生可能エネルギーによる発電量と消費電力量に対する分担率の推移 
（資料 自治体排出量カルテ〔環境省〕） 
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④再生可能エネルギー利用可能量の他市との比較 
同じく環境省の「自治体排出量カルテ」によれば、令和４（2022）年度における

本市の再生可能エネルギー利用可能量、区域の消費電力量に対する再エネ分担率は、
ともに近隣市や県、全国と比較して低い水準となっています。 

 
再生可能エネルギー利用可能量（令和４〔2022〕年度まで）の比較 

（資料 自治体排出量カルテ〔環境省〕） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１５）温室効果ガス排出量（環境省「自治体排出量カルテ」） 

環境省の「自治体排出量カルテ」の推計結果によれば、芦屋市における令和３（2021）
年度の温室効果ガス排出量は 240 千 t-CO2 で、そのうち 79 千 t-CO2 は家庭部門か
らの排出とされています。総排出量における人口一人当たりの排出量は、本市は
2.5t-CO2、世帯当たりの排出量は 5.3t-CO2 です。 

家庭部門における人口一人当たりの排出量は、芦屋市は 0.82t-CO2、世帯当たり
の排出量は 1.74t-CO2 です。 

 
（１６）エネルギー経済 

環境省が提供する地域経済循環分析（平成 30〔2018〕年版）によると、本市の市
内総生産額 2,035 億円に対して、エネルギー代金（約 113 億円）が市域外に流出し
ており、石油・石炭製品の流出額が最も多く、次いで石炭・原油・天然ガスの流出額
が多くなっています。今後は、エネルギーの地産地消を進め、市域外へのエネルギー
代金の流出を食い止めるための施策が重要な課題として挙げられます。 
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地域経済循環分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料 環境省 地域経済循環分析（平成 30〔2018〕年度版） 

 
（１７）まとめ 

地域特性のまとめと活用策の検討結果 
区 分 特 性 活用策の検討結果 

自
然
的
特
性 

 年平均気温は概ね 17.2℃で温暖 
 年間降水量は概ね 1,400mm 
 年間日照時間は 2,100 時間程度で安定 
 年間平均風速は 3.7ｍ/s で風況は定常的 

 安定した日照条件を生かした太陽光発
電の導入 
 定常的な風況から得られる自然の通風
や温暖な気候を生かしたパッシブ手法
を取り入れた空調等における省エネル
ギー 
 風力発電に適した平均風速は 6.5ｍ/s
以上のため不適 
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地
理
的
特
性 

 南北に細⾧いまちで、北は六甲の山並み
南は大阪湾に面し、気候温和な自然環境 
 六甲山を頂点として高低差のある地形 
 山林の減少、宅地の増加 
 宅地の面積割合が約80％（課税地ベース） 
 市街化区域の９割超が住居系用途地域 

 市街化区域の９割超を占める宅地の立
地特性（南向き斜面）を生かした住宅へ
の太陽光発電の導入 
 大阪湾に面する気候温和な自然環境を
踏まえた海の CO2 吸収源対策（ブルー
カーボン）の検討 
 地形の高低差を利用した小水力発電の
導入が考えられるが、調査の結果、可能
性なし 
 市域の北に広がる六甲山系の森林の保
全（CO2 吸収源対策） 

社
会
的
特
性 

 住宅地として発展、質の高い住環境を備
えた都市 
 世帯数の増加、少子高齢化の進行 
 住宅数は近年横ばい、空き家率 11.5％ 
 住宅着工件数は年間 500 件程度 
 平成 3(1991)～平成 12(2000)年度に建
てられた住宅が約 26％ 
 農家数、農家人口は減少傾向 
 第３次産業の就業者数は近年増加 
 製造品出荷額、製造事業所数、従業者数は
横ばい 
 卸売・小売業の店舗数、従業者数、年間商
品販売額は増加傾向 
 市内総生産は 2 千億円超で横ばい 
 市内総生産の約 90％は第 3 次産業 
 鉄道等の公共交通機関が充実 
 自動車保有台数の約 80％が乗用車 
 電気の消費量は年々減少 
 都市ガス家庭用以外の需要量が増加傾向 
 ごみ収集量は減少傾向 
 太陽光発電は順調に普及 
 市域の緑被率は約 27％程度 
 エネルギー代金（113 億円）の流出 

 古くから住宅地として発展した特性を
踏まえ、住宅のリフォームやリニューア
ル時期をとらえた省エネ化・ＺＥＨ化 
 住宅都市であることを踏まえ、昼夜間の
エネルギー消費ギャップ解消を目的と
した住宅用太陽光発電設備への蓄電池
導入 
 工場・事業場の省エネ・ZEB 化、PPA モ
デルの導入 
 卸売・小売業における省エネ化 
 業務ビル等の ZEB 化 
 乗用車の保有比率が高いことを踏まえ、
電気自動車等の導入促進とともに V2H
（EV の蓄電池を住宅用電源としても活
用）の導入促進 
 公共交通機関の使用エネルギーの低炭
素化 
 ごみ焼却余熱・下水熱等の未利用エネル
ギーの活用 
 CO2 吸収源としての都市緑化の推進 
 エネルギーの地産地消 

 
以上の検討の結果、芦屋市においては、戸建て住宅、集合住宅への太陽光発電設
備の導入や、省エネ設備導入の促進施策が重要であることが分かります。 
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（１－３）計画期間 
 

芦屋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（以下「本計画」という。）の基準年度、目
標年度、計画期間について、平成 25（2013）年度を基準年度とし、令和 16（2034）年度
を目標年度とします。また、計画期間は、策定年度である令和６（2024）年度の翌年であ
る令和７（2025）年度からの 10 年間とします。 

平成 
25 

・・・ 令和 
３年 

・・・ 令和 
6 年 

令和 
7 年 

令和 
8 年 

・・・ 令和 
16 年 

2013 ・・・ 2021 ・・・ 2024 2025 2026 ・・・ 2034 
基準年度 ・・・ 現況年度 

※ 
 策定年度 対策・施策の進捗把握 

定期的に見直しの検討 

目標年度 

計画期間 
※現況年度は、排出量を推計可能な直近の年度を指します。 

図. 芦屋市における基準年度、目標年度及び計画期間 
（基準年度を平成 25〔2013〕年度、目標年度を令和 16〔2034〕年度としたケース） 

 
 

（１－４）対象とする部門・分野 
 
本計画が対象とする部門・分野は次表のとおりです。 
 

対象とする部門・分野の概要 
ガス種類 部門・分野 主な排出要因 

二酸化炭素 
(ＣＯ２) 

産業部門 製造業、農林水産業、建設業・鉱業における
エネルギー（電気、ガス、燃料等）の使用 

業務その他部門 事業所（オフィス等）におけるエネルギー（電
気、ガス、燃料等）の使用 

家庭部門 住宅におけるエネルギー（電気、ガス、燃料
等）の使用 

運輸部門 自動車の走行及び鉄道の運行に伴うエネル
ギー（電気、ガソリン・軽油等）の使用 

廃棄物分野 燃やすごみ中のプラスチック類の焼却 
メタン(ＣＨ４) 自動車の走行、一般廃棄物の焼却、下水処理に

伴い発生 一酸化二窒素(Ｎ２Ｏ) 
代替フロン等 
(HFCs、PFCs、SF6、NF3) 

冷蔵庫・空調機器等からの漏えい、電気製品の
製造・廃棄等 
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第２章 温室効果ガス排出量の推計 

 
（２－1）区域の温室効果ガスの現況推計 

本市では、環境省が地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトにて公表している「地方
公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和６年４月）に
基づいて、区域施策編が対象とする部門・分野の温室効果ガスの現況推計を行いました。 

現況推計結果は下表のとおりです。 
 

ガス種別・部門別温室効果ガス排出量の推移 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
温室効果ガス排出量は、平成 26（2014）年度以降減少傾向にあります。排出量が推計で

きる直近年度である令和３（2021）年度（以下、「現況年度」という。）は 259.1 千 t-CO2

であり、平成 25（2013）年度（以下、「基準年度」という。）の 359.1 千 t-CO2 と比べて
27.9％減少しています。 
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温室効果総排出量の推移 
 
ガス種別では、二酸化炭素が総排出量の 91.7％を占めており、エネルギー起源の二酸化

炭素が 85.3％に上っています。また、部門別では家庭部門が 31.4％、次いで業務その他部
門が 28.7％となっています。家庭部門からの排出割合は、県全体と比べても３倍以上とき
わめて多いほか、運輸部門・廃棄物分野・その他でも市民生活に起因する排出があります。 

【ガス種別排出割合】             【部門別排出割合】 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガス種別・部門別温室効果ガス排出量の割合 
 

  

参考 兵庫県の温室効果ガス排出量（出典 ひょうごの環境） 
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第３章 計画全体の目標 

 
（３－1）温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢シナリオ） 
ア 将来推計の基本的な考え方 

今後、新たな対策を講じない場合（現状趨勢ケース）の将来の温室効果ガス排出量は、
製造品出荷額等、従業者数、世帯数、自動車保有台数など、それぞれの部門・分野の「活
動量」のみを変化させ、「エネルギー消費原単位」及び「炭素集約度」は現況の値を用い
て推計します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

排出量の将来推計の考え方（現状趨勢ケース） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

＝        ×                 × 活動量 温   ガス排出量 エネルギー消費原単位 炭素集約度 

   排出量 

（現況年度） 

エネルギー消費量 

（現況年度） 

活動量 

(現況年度) 

推計値 

■「エネルギー消費原単位」は、「活動量」 たりの「エネルギー消費量」を しており、市民や   
の エネルギーの   に  しています。 

■「炭素集約度」は、「エネルギー消費量」 たりの「温   ガス排出量」を しており、エネルギー
の消費に  て  化炭素   ぐ い排出さ たかを す のです。 え 、太陽光発電など再生
可能エネルギーで発電した電気であれば二酸化炭素を排出しないので、石油や天然ガスを燃焼させた
り、そのエネルギーで発電した電気を消費する場合と比べて、「炭素集約度」は くなります。 
以上のことを踏まえ、今後、新たな対策を講じない場合（現状趨勢ケース）の将来の温室効果ガス排

出量は、製造品出荷額等、従業者数、世帯数、自動     な 、それぞれの部門・分野の「活動量」
のみを変化させ、「エネルギー消費原単位」及び「炭素集約度」は現況の値を用いて推計します。 
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部門別の活動量の推計方法 

部門 活動量 令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）年度の 
活動量の推計方法 

産 
業 
部 
門 

製造業 製造品出荷額等 
・芦屋市地域脱炭素ロードマップにおける令和 12（2030）

年度及び令和 32（2050）年度の製造品出荷額等の予測値を
令和３（2021）年度の実績値で補正※1 

農林水産業 従業者数 
・芦屋市地域脱炭素ロードマップにおける令和 12（2030）

年度及び令和 32（2050）年度の従業者数の予測値を令和３
（2021）年度の実績値で補正※1 

建設業・鉱業 従業者数 
・芦屋市地域脱炭素ロードマップにおける令和 12（2030）

年度及び令和 32（2050）年度の従業者数の予測値を令和３
（2021）年度の実績値で補正※1 

業務その他部門 従業者数 
・芦屋市地域脱炭素ロードマップにおける令和 12（2030）

年度及び令和 32（2050）年度の従業者数の予測値を令和３
（2021）年度の実績値で補正※1 

家庭部門 世帯数 
・芦屋市地域脱炭素ロードマップにおける令和 12（2030）

年度及び令和 32（2050）年度の世帯数の予測値を令和３
（2021）年度の実績値で補正※1 

運 
輸 
部 
門 

自動車 自動車保有台数 
・芦屋市地域脱炭素ロードマップにおける令和 12（2030）

年度及び令和 32（2050）年度の自動車保有台数の予測値を
令和３（2021）年度の実績値で補正※1 

鉄道 人口 
・「改訂 芦屋市人口ビジョン」（令和３〔2021〕年９月）の

予測人口を基に、令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）
年度の予測人口を内挿 

廃棄物分野 人口 
・「改訂 芦屋市人口ビジョン」（令和３〔2021〕年９月）の

予測人口を基に、令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）
年度の予測人口を内挿 

※1 芦屋市地域脱炭素ロードマップでは、ロードマップ策定時（令和４〔2022〕年度）に全て
の活動量が入手可能な直近年度である令和元（2019）年度までの 10 年間のデータを用い
て将来の活動量を予測している。このため、令和元（2019）年度からの活動量の伸び率を、
令和３（2021）年度の活動量（実績値）を基に補正して将来の活動量を設定した。 
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イ 活動量の将来的なフレーム 
上記の考え方に基づいて、  年度（  12〔2030〕年度、  22〔2040〕年度、 

和 32〔2050〕年度）における活動量を  すると  のとおりとなります。 
産業部門（製造業）、業務その他部門、  部門（自動 ）    向に り、  12

（2030）年度  の温   ガス排出量に影響を及 すと考え  ます。 
 

将来推計における活動量の   
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ウ 将来の温室効果ガス排出量（現状趨勢シナリオ） 
  した活動量を いて、   年度における温室効果ガス排出量を推計すると、  

1 （    ）年度は      千      となり、基 年度      ％となります。 
また、    （    ）年度は      千      （基 年度      ％）、    （    ）

年度は      千      （基 年度      ％）となります。 
 

温室効果ガス排出量の将来推計 果（現状趨勢シナリオ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門・分野別の内訳は下図に示す通りで、  1 （    ）年度  、家庭部門、業務
その他部門、廃棄物分野は減少傾向になることが予測されるものの、産業部門においては
増加傾向になることが予測されます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

部門・分野 温室効果ガス排出量の将来推計 果（現状趨勢ケース） 
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（３－２）温室効果ガス排出量の将来推計（脱炭素シナリオ） 
ア 脱炭素シナリオに基づく削減率の設定 

脱炭素シナリオに基づく温室効果ガス排出量の将来推計方 は、下図の脱炭素シナリ
オに基づき、    の部門・分野における「エネルギー消費原単位」及び「炭素集約度」
を設定し、下図に示す推計式を いて将来の温室効果ガス排出量を推計します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
将来排出量の推計 （脱炭素シナリオ） 

 
(ア-1) エネルギー消費原単位の低減率設定の考え方 

エネルギー消費原単位は、「芦屋市地域脱炭素ロードマップ」における脱炭素シナリ
オ（次表）に準じて低減されるものと想定し、部門・分野 の将来排出量の削減 合を
現況年度（   〔   1 年度）の実績値を基に補正して適用します。 

 
エネルギー消費原単位の低減率設定の考え方（脱炭素シナリオ） 

部門 設定の考え方 
低減率 

算定式 
    年度     年度 

産
業
部
門 

  エネ設  新 
 エネ に基づき、エネ
ルギー消費原単位 年 
均 1  ％低減。 

▲11  ％ ▲ 1  ％ 

低減率＝年  削減率※1 
×  年 ※  
※1  1  ％と設定 
※      年度は 11 年、    年度は

 1 年 

業
務
そ
の
他
部
門 

■新規建築物を対象 
建築物として エネ基 
を達成（ エネ率     
 エネ    ）。 

▲   ％ ▲1  1％ 

低減率＝年 新   率※  

×    物の 及率※４ 
×   に る削減率※５ 
×  年  
※  国の     計及び芦屋市統計

書から   1    1 年度の  値
(   ％)を算出。    年度及び     
年度は現状と  度と 定。 

※      年度   ％、    年度   ％ 
※       に り   ％と設定。 

＝        ×                × 活動量 温室効果ガス排出量 エネルギー消費原単位 

脱炭素シナリオ 

推計値  エネルギー 
の取組 

再生可能エネルギー 
導入の取組 

炭素集約度 
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部門 設定の考え方 
低減率 

算定式 
2030 年度 2050 年度 

業
務
そ
の
他
部
門
（
つ
づ
き
） 

■既存建築物 
建築物として省エネ基準
適合率（省エネ率 30％ 
省エネ取組含む）。 

▲6.3％ ▲18.9％ 

低減率＝既存建物率※6 

×省エネ基準適合率※７ 
×省エネ率（30％） 
※6 ※３から既存建物率(97.7％)を算出。 
※7 環境省資料により 2030 年度 57％、

2050 年度 100％ 

■省エネ設備更新 
省エネ法に基づき、エネ
ルギー消費原単位が年平
均 1.0％低減。 

▲11.0％ ▲31.0％ 

低減率＝年平均削減率※1 
×期間年数※2 
※1 ▲1.0％と設定 
※2 2030 年度は 11 年、2050 年度は

31 年 

■再エネ由来の電力利用 
電力の消費割合が 53％
と推計（資源エネルギー
庁）、その内 5％が 2050
年度までに再エネ由来の
電力を使用 

― ― 

二酸化炭素削減量＝エネルギー消費量※8

×導入率※9×二酸化炭素換算※10 
※8 2019 年度の業務その他部門のエネ
ルギー消費量の 53％（資源エネルギー庁
の電気消費割合） 
※９ 導入率を 5％と設定 
※10 排出係数 0.34(kg-CO2/kWh)、
エネルギー換算(3,600kJ/kWh) 

家
庭
部
門 

 

■住宅 
住宅として省エネ基準を
達成（省エネ率 40％ 省
エネ対策含む）。 

▲2.2％ ▲12.6％ 

低減率＝年間新築着工率※８ 

×ZEH による削減率※９ 
×期間年数 
※8 国の住宅着工統計及び住宅・土地統
計 か ら 2015 ～ 2019 年 度 の 平 均 値
(1.0％)を算出。2030 年度及び 2050 年
度は現状と同程度と仮定。 
※9 環境省資料により▲40％と設定。 

■既存建築物 

建築物として省エネ基準

適合率（省エネ率 20％ 

省エネ取組含む）。 

▲3.1％ ▲16.9％ 

低減率＝既存建物率※10 

×省エネ基準適合率※11 

×省エネ率（20％） 

※10 ※８から既存建物率(99％)を算出 

※11 環境省資料により 2030 年度

30％、2050 年度 100％ 
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部門 設定の考え方 
低減率 

算定式 
2030 年度 2050 年度 

家
庭
部
門
（
つ
づ
き
） 

■HEMS の導入 

家庭用高効率機器導入に

よるエネルギーマネジメ

ントシステム含む 

▲8.0％ ▲10.0％ 

低減率＝普及率※12 

×省エネ率（10％） 

※12 環境省資料により 2030 年度

80％、2050 年度 100％ 

■家庭用高効率給湯器の

導入 

（エコキュート、エコジ

ョーズ） 

▲2.8％ ▲5.6％ 

低減率＝普及率※13 

×省エネ率（5.6％） 

※13 2030 年度 50％、2040 年度以降

100％ 

■家庭用高効率給湯器の

導入 

（上記以外の潜熱回収型

給湯器、燃料電池） 

▲1.0％ ▲2.0％ 

低減率＝普及率※14 

×省エネ率（2.0％） 

※14 2030 年度 50％、2040 年度以降

100％ 

■高効率照明の導入 

（LED 交換） 
▲2.0％ ▲2.0％ 

低減率＝普及率※15 

×省エネ率（2.0％） 

※15 2030 年度以降 100％ 

■トップランナー基準に

基づく機器の効率向上 
▲3.6％ ▲3.6％ 

低減率＝普及率※16 

×省エネ率（3.6％） 

※16 2030 年度以降 100％ 

■再エネ由来の電力利用 

電 力 の 消 費 割 合 の 内

10％が 2050 年度までに

再エネ由来の電力を使用 

― ― 

二酸化炭素削減量＝エネルギー消費量※8

×導入率※9×二酸化炭素換算※10 

※8 2019 年度の家庭部門のエネルギー

消費量（電気） 

※９ 導入率を 10％と設定 

※10 排出係数  

0.34(kg-CO2/kWh) 

エネルギー換算(3,600kJ/kWh) 

運
輸
部
門 

■自動車 

燃費の向上や次世代自動

車の普及によりエネルギ

ー消費原単位が低減※17。 

▲42.0％ 

(乗用車) 

▲20.0％ 

(貨物車) 

▲79.0％ 

(乗用車) 

▲59.0％ 

(貨物車) 

※17 環境省資料により設定 
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部門 設定の考え方 
低減率 

算定式 
2030 年度 2050 年度 

運
輸
部
門
（
つ
づ
き
） 

■自動車 

エコドライブの実施 
▲2.2％ ▲10.0％ 

低減率＝普及率※18 

×省エネ率（10％） 

※18 環境省資料により 2030 年度

67％、2050 年度 100％ 

■鉄道 

省エネ法に基づき、エネ

ルギー消費原単位が年平

均 1.0％低減。 

▲11.0％ ▲31.0％ 

低減率＝年平均削減率※1 

×期間年数※2 

※1 ▲1.0％と設定 

廃
棄
物
分
野 

■焼却量の低減 

国の削減目標に基づき設

定。 

▲15.0％ ▲15.0％ 

廃棄物分野は削減見込みが立てにくいこ

とから、国の基準に基づき、最低限の見

込み量を設定 

 
 

(ア-2) 排出係数の低減率の設定 
「芦屋市地域脱炭素ロードマップ」における脱炭素シナリオでは、  12（2030）

年度の 気の CO2 排出係数を 0.250kg-CO2/kWh と想定し、低減効果として▲26.5％
（        〔2019 年度   0.340kg-CO2/kWh 比）を  んでいます。 

このことを踏まえた上で、排出係数の低減率は、エネルギー消費原単位とあわせて部
門・分野 の将来排出量の削減 合に  さ ている のとして います。 

なお、本市内で再生可能エネルギーの導入を推進することは、発電した電気の自家消
費や      の  を じて排出係数（炭素集約度）の低減につな る ので り、
排出係数（炭素集約度）の低減効果には本市内での再生可能エネルギー導入による削減
ポテンシャルも含まれています。 
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イ 将来の温室効果ガス排出量（脱炭素シナリオ） 
 エネ対策を講じた場合（脱炭素シナリオ）、   年度における温室効果ガス排出量

を推計すると、  12（2   ）年度は 1 2  千  -  2（基 年度      ％）、  22
（2   ）年度は  1  千  -  2（基 年度      ％）、   2（2   ）年度は  1 2
千  -  2（基 年度      ％）となります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
部門別温室効果ガス排出量の推 （脱炭素シナリオ） 

温室効果ガス排出量の将来推計 果（脱炭素シナリオ） 
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ウ 将来のエネルギー消費量（脱炭素シナリオ） 
 エネ対策を講じた場合（脱炭素シナリオ）、エネルギー消費量は  して減少して、

  12（2   ）年度は 2      （基 年度      ％）、  22（2   ）年度は 1      
（基 年度      ％）、   2（2   ）年度は 1      （基 年度      ％）とな
る  みです。 

 
エネルギー消費量の将来推計 果（脱炭素シナリオ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

エネルギー消費量の推 （脱炭素シナリオ） 
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（３－３）計画全体の目標 
 
本市の区域施策編で定める計画全体の総量削減目標は国の地球温暖化対策計画や先進事

例を踏まえて下表のとおり設定します。 
 

表 芦屋市における総量削減目標 
（基準年度を平成 25〔2013〕年度、目標年度を令和 16〔2034〕年度としたケース） 
温室効果ガス排出量・吸収量 
（単位 千 t-CO2） 

平成 25 年度 
（2013 年度） 
【基準年度】 

令和 16 年度 
（2034 年度） 
【目標年度】 

削減目標 
(基準年度比) 

エネルギー起源 CO2 328.2 99.1 ▲69.8% 

 

産業部門 6.5 3.7 ▲43.6% 
 製造業 3.3 2.9 ▲11.9% 

農林水産業 1.7 0.3 ▲82.6% 
建設業・鉱業 1.5 0.5 ▲68.3% 

業務その他部門 109.7 36.2 ▲67.0% 
家庭部門 140.0 35.1 ▲74.9% 
運輸部門 72.0 24.1 ▲66.6% 
 自動車 65.6 22.3 ▲66.0% 

鉄道 6.4 1.8 ▲72.6% 
非エネルギー起源 CO2 16.9 13.5 ▲19.9% 
 廃棄物分野 16.9 13.5 ▲19.9% 
その他分野 
(メタン・一酸化二窒素・代替フロン等) 

14.0 21.5 64.5% 

合計 359.1 134.1 ▲62.6% 
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第４章 取組施策 

 
（４－１）取組施策における部門・分野別の役割 
 
本市が脱炭素社会の実現を目指すために必要な取組施策と、それぞれの部門・分野の役割を
以下に示します。 

 
部門・分野別の取組施策 

区分 取組施策 部門・分野 

脱炭素社会への関心と
行動変容 

１ 省エネ・再エネ関   の  ・   
２．芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター制

度の 設 
３．「デコ活」の推進 

全部門 

省エネ対策の推進 
１．  ・  物へ ZEH・ZEB の導入促進 
２．LED  明 の省エネ設 ・省エネ  の導入 

進 

家庭部門 
業務その他部門 
（公共施設を含

む） 

再エネの導入拡大 

１．公共施設へ再エネ・蓄電池設備の導入促進 
２   ・   ・  シ   へ再エネ・  設

備の導入促進 
   災  や公 施設へ再エネ     

家庭部門 
業務その他部門 
（公共施設を含

む） 

次世代自動車の普及 
１．EV・FCV 等の導入促進と V2H 等の導入促進 
２．EV 充電スタンドの普及促進 
３．水素ステーションの普及促進 

運輸部門 

CO2 吸収源の確保 
１．緑の CO2 吸収機能（グリーンカーボン）の強化 
２．メタネーションによる CO2 削減 
３．ブルーカーボンによる CO2 吸収源の創出 

その他 
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（４－２）具体的な取組施策 
 

 
 
 

１．省エネ・再エネ関連情報の提供・発信 
取組概要 

脱炭素社会の実現は、市・市民・   が一体となって取組む仕組みがなければ達成できないこと
です。市は、省エネや再エネ関連情報（省エネに関する取組と の効果、再エネに関する取組とその
効果、国等の補助事業など）について、市のホームページや「広報あしや」、情報アプリ「マチイロ」
等を活用して情報発信していくとともに、市民・      的に活 ・   できる 組みを  
します。 

期待できる効果 
市民・   の省エネ・再エネ関連情報への関心の向 と行動変容の 現 

関連主体 
市、市民、事業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

気候変動の現状 再エネ 省エネ

に関する情報 
創エネ・蓄エネに関する情報 

・パンフレット類，「広報あしや」を活用した情報発信 
・セミナー・情報交換会 
・情報アプリ「マチイロ」で情報提供 

市民・    

省エネ・再エネ関連情報の提供・発信 

脱炭素社会への関心と行動変容 
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２．芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター制度の創設 
取組概要 

脱炭素を推進するにあたり、市民や   の  は   です。 く市民や   に普及 発する
と同時に、牽引役となるカーボンニュートラル推進のコア人材の獲得が肝要と考えています。そのた
めには受け皿となる仕組みが必要です。その仕組みが「（仮）芦屋市カーボンニュートラル推進サポー
ター制度」です。市内の  ・大 や 育てフ  リー 、事業者等から人材を募り、芦屋市よりサ
ポーターとして認定し、活動や勉強会、イ ントの  な 市と  にな て普及と  を行うこと
を目指します。 

期待できる効果 
・カーボンニュートラルの普及のコア人材を養成し、市の   を やすこと できる。 
・芦屋市でカーボンニュートラル関心がある人達が集まる「場」ができる。 
・市  と市民・     じ 的の で    くなる。 
・コア人材の広がりを脱炭素に係る主要な評価指標（KPI）として ること でき施策 ネ  ン

トに活用できる。 
・周辺自治体との連携で阪神間を脱炭素推進地帯にするきっかけができる。 

関連主体 
市、学校、大学、市民、事業者、周辺自治体 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
当初は 10 代 20 代の い世代をサポーターの インター  トにしな  、30 代 40 代の子育てフ

ァミリー層も巻き込んでカーボンニュートラルサポーター体制の基盤を作ります。こ    を 心と
した小集団のサポーターグループを形成し、ここを起点にそれぞれの知り合い等巻き込みながらサポー
ターの人数を増やしていくことを考えています。そして、それらの各集団を緩やかに連携させる。この
フェーズに入ると地域単位でのサポーター説明会を開催し、地域での集団の形成もはかり芦屋市全域に
サポーター体制網の構築を目指します。また、市の枠を超えて SDGs サポーター制度を する  市な
どと自治体間連携をすることで、阪神間を脱炭素推進地帯にすることを目指します。 

 
  12（2030）年に 10 歳の小学生は、  22（2040）年には 20 歳の大学生となり、  32

（2050）年には 30 歳で子どもがいるかもしれません。サポーター制度は世代を越えて未来の世代を守
り育成し続ける仕組みです。この制度 世代を超えた脱炭素推進のきっかけとなればと考えています。 

  

脱炭素推進の波及イメージ（噴水モデル） サポーター制度に る連 イ ー  
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３．「デコ活」の推進 
取組概要 

市は、「デコ活」の推進に向けて、COOL CHOICE やゼロカーボンアクション 30 における行動変
容のための普及啓発を行います。市民や事業者は、その行動の意義を理解するとともに、ゼロカーボ
ンアクション 30 の取組を実践します。 

期待できる効果 
・市民や事業者活動の省エネによる温室効果ガス排出量の削減 
・市民や事業者活動の行動変容 
・ゼロカーボンアクション 30（省エネ行動等）が標準化 

関連主体 
市、市民、事業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜進捗管理の目安とする指標項目＞ 目標とする傾向 意識の高まり 

指標項目 環境に配慮した取組をライフスタイルに取り入れている人の割合 

進捗管理 
令和 5（2023）年度に実施したアンケート調査結果を基準とし、中間
評価時と最終年度で実施するアンケート調査結果を比較対象として、
増減傾向で評価する 

  

コラム   ～デコ活とは～ 

「デコ活」とは、「デ 電気も省エネ 断熱住宅（省エネ）」、「コ こだわる楽しさ エコグッズ
（グリーン購入）」、「カ 感謝の心 食べ残しゼロ（食品ロス削減）」、「ツ つながるオフィス テレワ
ーク（テレワーク）」という４つのキャッチフレーズの頭文字をとった新しい国民運動の通称です。
国はこの取組を通じて、2050 年カーボンニュー 
トラルの実現に向けて、脱炭素につながる新し 
い将来の豊かな暮らしの創造を目指しています。 
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コラム   ～COOL CHOICE，ゼロカーボンアクション 30～ 

「COOL CHOICE」は，CO2 などの温室効果ガスの排出量削減のために，脱炭素社会づくりに
貢献する「製品への買換え」，「サービスの利用」，「ライフスタイルの選択」など，日々の生活の中
で，あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組です。 

日本の CO2 排出量の約 6 割が，衣食住を中心とする「ライフスタイル」に起因しています。（一
人当たり年間 7.6t-CO2 排出（平成 29〔2017〕年））衣・食・住・移動など，私たちが普段の生
活の中で消費する製品・サービスのライフサイクル（製造，流通，使用，廃棄等の各段階）におい
て生ずる温室効果ガスが，日本の CO2 排出量の約 6 割を占めているのです。 

私たちが，生活の中でちょっとした工夫をしながら，無駄をなくし，環境負荷の低い製品・サー
ビスを選択することで，こうしたライフスタイルに起因する CO2 削減に大きく貢献することがで
きます。 

 
 

資料 南斉規介（2019）産業連関表による環境負荷原単位データ
ブック（3EID）（国立環境研究所），Nansai et al（2020） 
Resources, Conservation &Recycling 152 104525，総務省平
成 27（2015）年産業連関表に基づき国立環境研究所及び地球環
境戦略研究機関（IGES）にて推計 
※各項目は，日本で消費・固定資本形成される製品・サービス毎の
ライフサイクル（資源の採取，素材の加工，製品の製造，流通，小
売，使用，廃棄）において生じる温室効果ガス排出量（カーボンフ
ットプリント）を算定し，合算したもの（国内の生産ベースの直接
排出量と一致しない。）。 
 
 

ゼロカーボンアクションの例と期待される CO2 削減効果（年間） 
（資料 環境省ホームページ） 

エネルギーの節約・転換  住宅のリフォーム 
再エネ 気への り え 1 232   人  断熱リフォーム（性能等級４） 1 2   世帯 

エアコン設定温度の変 （ 1℃） 1    人  二重窓への取り替え      世帯 

エアコン使用時間の短縮（1  日） 2    台  太陽光発電システムの設置 1 2       
   

移動手段の見直し  食生活の見直し 
公    関の  （  ･  ） 2 3   人  食事の完食（食品ロス⇒ゼロ）      人 

エコドライブ（2 ％の燃費改善） 1     人   食 の  （温室    地物） 3    人 

 気自動車への り換え 2 2   人  野菜・果物の地産地消     人 
   

サスティナブルファッション  ３R（リデュース･リユース･リサイクル） 
  の 度な 入（1   度に） 1     人  マイボトルの活用（3 回× 年）     人 

リサイクル素材の活用（1 ％） 2    人   イ ッ   （レ  3  枚削減） 1   人 

フリーマーケットの活用（1 ％）      人  容器包装プラスチックのリサイクル     人 
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１．住宅・建築物へ ZEH・ZEB の導入促進 
取組概要 

市は、公共施設の大規模改修や新設をする場合、ZEB シリーズ相当※の導入を検討します。また、
住宅や   へ ZEH・ZEB   の普及 発な びに導入促進を行います。 

市民や   は、ZEH や ZEB を理 するとと に、国等の助成情報を収集するとともに導入を検
討します。 

期待できる効果 
・健康に  した省エネ住宅や   として、快適な住空間、快適な職場の形成が構築 
・住宅や   の省エネ効果 大きく期待でき、温室効果ガス排出量の大きな削減効果 
・関連産業の活性化 
・再生可能エネルギーの地域への浸透 

関連主体 
市、市民、事業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 

＜進  理の 安とする        とする 向 導入意欲の高まり 

指標項目 ZEH 住宅   数 

進  理 補助件数等の把握 

 
  

省エネ対策の推進 

ZEH（左），ZEB（右）：資源エネルギー庁資料より 
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２．LED 照明等の省エネ設備・省エネ機器の導入促進 
取組概要 

市は、「COOL CHO CE」や「ゼロカーボンアクション 3 」の取組 発を行うとと に、特に家電
製品等の買い換え時において、 の効果な を市民に情報発信をします。 

市民や   は、高効率照明・高効率  器（      ）・高効率  機器（設備）等を い換
えする際には、省エネトッ ランナー制度を  的に  して 入（ 新）します。 

期待できる効果 
・健康に  した省エネ住宅や   として、快適な住空間、快適な職場の形成が構築 
・住宅や   の省エネ効果 大きく期待でき、温室効果ガス排出量の大きな削減効果 
・ゼロカーボンアクション 3 （省エネ行動等）   化 

関連主体 
市、市民、事業者 

 
＜進  理の 安とする        とする 向 設置  の高まり 

指標項目 

省エネ  導入の   数 

   向け高効率省エネ設備導入の   数 

個人向けコージェネレーションシステム設備導入の補助件数 

進  理 補助件数等の把握 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

家電製品   消費 合（ 源エネルギー  省エネポータルサイト り） 
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＜省エネ家電購入促進事業補助金の件数＞ 

 令和 4（2022）年度 令和 5（2023）年度 
家 電 件 数 割 合 件 数 割 合 

エアコン 71 件 26.8％ 153 件 32.3％ 
照明器具 3 件 1.1％ 2 件 0.4％ 
テレビ 18 件 6.8％ 26 件 5.5％ 
冷蔵庫 176 件 66.4％ 291 件 61.5％ 

照明+テレビ - - 1 件 0.2％ 
合 計 265 件  473 件  

※令和 4（2022）年度申請期間 令和 5（2023）年 1 月 10 日～3 月 31 日 
※令和 5（2023）年度申請期間 令和 5（2023）年 6 月 1 日～令和 6（2024）年 3 月 14 日 

 
  

 ＊＊上手に家電の買換えを＊＊ 

代表的な家電の 10 年前との比較 出典 環境省発行「COOL CHOICE ５つ星の家電買換えキャンペーン 

【冷蔵庫】 

【照明器具】

【エアコン】
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＜進捗管理の目安とする指標項目＞ 目標とする傾向 導入意識の高まり 

指標項目 
10kw 以上太陽光発電導入量（FIT・FIP 制度利用） 

10kw 以上太陽光発電導入件数（FIT・FIP 制度利用外） 

進捗管理 導入量・導入件数の把握 

 

１．公共施設へ再エネ設備の導入促進 
取組概要 

市内の公共施設に太陽光発電設備等の再エネ設備を導入し、防災機能の強化や環境教育への利用を
図ります。 

導入する際には、PPA モデルを活用した手法を検討し、導入効果を検証した上で導入します。 

期待できる効果 
・災害に強いまちづくり、防災機能の強化 
・自家消費や余剰売電による経済的メリット（地域還元など） 
・再生可能エネルギーの地域への浸透（公共施設の率先行動による波及効果） 
・市内全域における活動の推進 

関連主体 
市 

再エネの導入拡大 

PPA モデルの仕組み（環境省 「再エネスタートより」） 
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太陽光発電パネルの設置場所として一般的なのは住宅や事業所ビルなどの屋上ですが、

技術の進歩によって太陽光発電パネルは様々な場所に設置することが可能になってきてい
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
＜進捗管理の目安とする指標項目＞ 目標とする傾向 導入意識の高まり 

指標項目 
10kw 未満太陽光発電導入量（FIT・FIP 制度利用） 

10kw 未満太陽光発電導入件数（FIT・FIP 制度利用外） 

進捗管理 導入量・導入件数の把握 

 

２．住宅・事業所・マンション等へ再エネ・蓄電設備の導入促進 
取組概要 

市は、市民や事業 等へ再生  エネルギーの情報を提供し、市民や事業 に対する再生  エネ
ルギーや蓄電池設備等の導入を促進します。 

阪神 1 市３ と  市の 1 自治体で実施している「共同購入事業」を継続して進めるとともに、
市民や事業 及びマンション 理  、住宅・事業所・マンション等の集合住宅の屋 や屋 、壁面
やマンションの手すり等へ、意匠性の高い太陽光発電及び蓄電設備を導入しやすい環境を整えます。 

期待できる効果 
・災害 におけるエネルギーの自 分   築、防災機能の強化 
・自家消費や余剰売電による経済的メリット 
・再生可能エネルギーの地域への浸透 

関連主体 
市、市民、事業者、マンション 理 等 

ソーラーカーポートの事 （福 県  ヴィレッジ敷地）   省
H より 

（左）水平 垂直設置向け  電 の 発（  省） 
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＜進捗管理の目安とする指標項目＞ 目標とする傾向 導入施設の増加 

指標項目 再エネ電力導入施設数 

進捗管理 再エネ電力導入施設数の把握 

 
 

 

 

３．公共施設へ再エネ由来の電力の供給促進 
取組概要 

公共施設へ再生  エネルギー由来の電力の供給を促進します。 

期待できる効果 
・地 の温室効果ガス排出量の削減 

関連主体 
市、発電事業者、小売電気事業者 

１．EV・FCV 等の導入促進と V2H 等の導入促進 
取組概要 

市は、公 車の い換えの際には、EV（電気自動車）、 ラ イン イブリッ 車（ HEV）、  
電 車（FCV）な の電動車を導入し、再生  エネルギー由来の電源を  的に  するとと に、
災害時に移動可能な電源として活用します。 

家庭や事業所へも EV（電気自動車）、 ラ イン イブリッ 車（ HEV）、  電 車（FCV）な
ど導入を促進し、再生  エネルギー由来の電源を  的に  するとと に、災害時に移動可能な
電源として活用します。(V2H など) 

V2H 等は、EV（電気自動車）の導入促進において 要な設備で ることか 、地域内の設置促進
を図ります。 

期待できる効果 
・芦屋市の温室効果ガス排出量全体の約 23 を める  部門における排出量を削減 
・発電した再生  エネルギー由来の電力の 要 確保 
・災害時の電源確保 

関連主体 
市、市民、事業者 

次世代自動車の普及 
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＜進捗管理の目安とする指標項目＞ 目標とする傾向 増加 

指標項目 
EV、PHEV、V2H 導入補助件数 

公用車の EV、PHEV 化率 

把握 毎年、導入件数を把握 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電動車は、家電・住宅・ビル・電力系統など、幅広い対象に電力を供給可能です。昨今
の災害を契機として、停電時の非常用電源としての活用も進められています。電動車は静
音性や低振動性などの特徴に加え、機動性を有するため、電源車の配備が難しい地域など
への電力供給が可能になります。 

 
 
 
 
 
 
 

充電設備の種類 経済産業省「EV・PHV 情報プラットフォーム」 

EV（電気自動車）ならではの利用価値 経産省「電動車活用促進ガイドブック」 
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１．緑の CO2 吸収機能（グリーンカーボン）の強化 
取組概要 

市は、 部地 か  手地 にかけて  る  の保全やまちなかの緑化推進とともに、市民や事
業 に対する   発に努め、  保全活動や緑化活動への参加を呼びかけます。豊かな緑の保全・
創出に向けた取組を通じて、CO２吸収機能（グリーンカーボン）の強化を図ります。 

期待できる効果 
・豊かな緑に包まれた住みやすいまちの創出・地域貢献 
・国土の保全、水源の維持、生物多様性の保全など、  の多面的機能の強化 

関連主体 
市、市民、事業者、各種団体 

CO2 吸収源の確保 

   理    クトを活 したカーボン・オフ ット 
（出   野  ーム ー ） 
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２．メタネーションによる CO2 削減 
取組概要 

市は、「メタネーション」の情報を収集し、市民や事業 へ情報提供・情報発信します。 
芦屋市の  している 市ガス等のエネルギーをメタネーションの   新により脱炭素  と

して使用します。 

期待できる効果 
・メタネーションの技術革新により、市内で使用しているガスの脱炭素化 

関連主体 
市、市民、各種団体 

コラム   ～メタネーション技術～ 
ガスの脱炭素化技術にはいくつか選択肢がありますが，もっとも有望視されているのは，

水素（H2）と二酸化炭素（CO2）を反応させ，天然ガスの主な成分であるメタン（CH4）を合

成する「メタネーション」です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メタネーションが注目されている理由は，ほかにもあります。都市ガスの原料である天然

ガスの主成分はメタンであるため，たとえ天然ガスを合成メタンに置き換えても，都市ガス導

管やガス消費機器などの既存のインフラ・設備は引き続き活用できるのです。つまり，メタネ

ーションは「経済効率（Economic Efficiency）」にすぐれており，コストを抑えてスムーズ

に脱炭素化を推進できると見込まれているのです。 

出典：一般社団法人 日本ガス協会ホームページ 
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３．ブルーカーボンによる CO2 吸収源の創出 
取組概要 

市は、「ブルーカーボン」に関する情報を収集し、市民や事業者へ情報提供・情報発信します。豊か
な海の生態系を保全し、ブルーカーボンによる CO２吸収源の創出を図ります。 

期待できる効果 
・海に親しむ住みやすいまちの創出・地域貢献 

関連主体 
市、市民、各種団体 

コラム    ～ブルーカーボン～ 
平成 21（2009）年に国連環境計画の報告書において，海洋生態系に取り込まれた炭素が「ブ

ルーカーボン」と命名され，地球温暖化対策としての吸収源の新しい選択肢として提示され，

世界的に注目されています。 
植物は，光合成によって大気中の CO2を吸収し，炭素を隔離します。森林や都市の緑など，

陸上の植物が隔離する炭素のことを「グリーンカーボン」といいます。 
これに対し，海草（アマモなど）や海藻，植物プランクトンなど，海の生物の作用で海中に

取り込まれる炭素のことを「ブルーカーボン」と呼びます。 
ブルーカーボン生態系による隔離・貯留のメカニズムは，大気中の CO2 が光合成によって

浅海域に生息するブルーカーボン生態系に取り込まれ，CO2 を有機物として隔離・貯留しま

す。また，枯死したブルーカーボン生態系が海底に堆積するとともに，底泥へ埋没し続けるこ

とにより，ブルーカーボンとしての炭素は蓄積されます。岩礁に生育するコンブやワカメなど

の海藻においては，葉状部が潮流の影響により外洋に流され，その後，水深が深い中深層に移

送され，海藻が分解されながらも長期間，中深層などに留まることによって，ブルーカーボン

としての炭素は隔離・貯留されます。 

ブルーカーボンのメカニズム（国土交通省資料より） 
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第５章 本計画の実施及び進捗管理 

 
（５－1）推進体制 
解説 
5.本計画の実施及び進捗管理 

本計画の実施及び進捗管理について  します。 
 

本市では、本計画の推進体制として、市 をトップとし、全ての部局が参画する横断的な
庁内体制を構築・運営します。 

さらに、地 の脱炭素化を  する部 ・  における 見・ ウ ウの蓄 や、庁外部
署との連携や地域とのネットワーク構築等も重要であり、庁外体制の構築についても検討
を進めます。 

以下の推進体制に基づき、 内関係部 や  ステーク ル ーとの  な連 の に、
 年度において実施す き対策・施策の具体的な内容を  し、着実に実施します。 

 
表 芦屋市の庁内における推進体制 

 部署名・役職名 役割 備考 
本部  市  全体統括 事務局（環境課）と綿密に調整 
事務局 環境課 事務全般 本部   の下庁内を統括 
 △△課 ××部門担当  

… … … … 

 
表 芦屋市の庁内外における推進体制 
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（５－2）進捗管理・評価 
 
区域の温室効果ガス排出量について適宜把握するとともに、その結果を用いて計画全体

の目標に対する達成状況や課題の評価を実施します。各主体の対策に関する進捗状況、個々
の対策・施策の達成状況や課題の評価、公表を実施します。 

また、進捗管理・評価の結果や、今後の社会状況の変化等に応じて、適切に見直すことと
します。 

令和 
6 年 

令和 
7 年  

令和 
8 年  

・・・ 令和 
16 年 

2024 2025 2026 ・・・ 2034 
策定年度 対策・施策の進捗把握 

見直しの検討 

目標年度 

計画期間 
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地球温暖化対策に関する用語を解説しています。ただし、本計画を説明するにあたって、
分かりやすい言葉に置き換えて書いております。厳密な定義や詳細等については、環境省や
関連省庁のホームページや、専門書籍等を確認してください。 

 
ア行 

 エネルギー起源 CO2 
化石燃 の  や化   を  して   る電気・ の  に  て排出さ 

る CO2。日本の温室効果ガス排出量の大部分（ 割弱）を占めています。一方、「セメ
ントの生産における石灰石の焼成」や、市町村の事務・事業関連では「ごみ中の廃プ
ラスチック類の燃焼」などにより排出される CO2 は、非エネルギー起源 CO2 と呼ば
れます。 

 
 温室効果ガス 

大気 に拡 さ た温室効果を た す物 。とりわけ 業    、代表的な温
室効果ガスである CO2 や CH のほか、フロン類などは人為的な活動により大気中の
 度   の 向に ります。地球温暖化対策推進 では、CO2、CH 、 2O に加え
てハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（ FC）、   化  
（ F ）、三ふっ化窒素（ F3）の  種類が区域施策編の対象とする温室効果ガスとし
て定められています。 

 
 温室効果ガス 排出量 

地球温暖化対策推進法第 2 条第 5 項にて、「温室効果ガスで る物  とに  で
定める方 により 定さ る  物 の排出量に  物 の地球温暖化係数（温室
効果ガスで る物  とに地球の温暖化を た す 度の CO2 に係る   度に対
する を す数値として国際的に め  た 見に基づき  で定める係数をいう。
   じ。）を じて た量の合計量」とさ る温室効果ガス 排出量のことです。 

 
 オフセット 

排出さ る温室効果ガスの排出をまずできる け削減するように 力をした で、
削減   な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・
吸収量等を 入すること は の場所で排出削減・吸収を実現する    クトや
活動を実施すること等により、 の排出量の全部 は 部を め合わせることをい
います。 
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カ行 
 活動量 

 定期 における生 量、  量、  量な 、排出活動の規模を表す指標のこと
です。地球温暖化対策の推進に関する施行 （  11 年   143 号）第 3 条第
1 項に基づき、活動量の   定め  ています。 

具体的には、  の  に う CO2 の排出量を 定する場合、ガソリン、灯油、
 市ガスな の    量[L、m3 など] 活動量になります。また、一般廃棄物の焼
却に伴う CO2 の排出量を 定する場合は、 え  ラス ック み  量[t]が活動
量になります。 

 
 吸収源 

  等の 地  において、  的な管理活動、施業活動等により、 物の  や
枯死・伐採による損失、   の炭素量 変化し、CO2 の吸収や排出が発生すること
を指します。 

 
 現状趨勢 BAU（Business As Usual）ケース 

    的な対策を見 まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス排出量を
指します。BAU ケースの排出量を推計することで、「将来の見 しを まえた計画 
 の設定」や「より将来の削減に  する部門・分野 の対策・施策の  」を行う
ことができます。 

 
 カーボンニュートラル 

 CO2 を始めとする温室効果ガス排出量を、実質ゼロにすること。排出削減を進める
とともに、排出量か 、  な による吸収量をオフ ット(埋め合わせ)することな
どにより達成を目指す。 
 

 環境マネジメントシステム 
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進める

に当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んで
いくことを「  管理」 は「  マネ メント」といい、このための工場や事業所
内の体制・手続き等の仕組みを環境マネジメントシステムといいます。 

 
 クレジット 

クレジットとは、再生 能エネルギーの導入やエネルギー効率の い機器の導入
 しくは  や  等の  管理により実現できた温室効果ガスの排出量の削減・
吸収量を、 め  た方 に  て定量化（数値化）し、取引可能な形態にしたもの
のことです。 
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 原単位 
エネルギー使用量をエネルギーの使用と関係の深い量で除した値のことで、エネ

ルギーの消費効率を比較する際に利用されます。例えば、建物の原単位は、年間のエ
ネルギー使用量を建物の延べ床面積で除した単位延べ床面積当たりのエネルギー使
用量[MJ/m2･年]となります。 

 
 コージェネレーション 

天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方
式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するシステムのことです。回収し
た廃熱は、工場における熱源や、家庭やオフィス、病院など生活の場における冷暖房、
給湯設備などに利用することができます。 

 
 コベネフィット 

地球温暖化対策と同時に追求し得る便益のこと。コベネフィットの追及により、地
球温暖化対策の実施と同時に、地域の様々な行政課題の解決が期待されています。 

 
サ行 

 再生可能エネルギー 
  1で「エネルギー源として  的に  すること できると め  る の」とし

て、太陽光、風力、 力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイ
オマスが規定されています。これらは、資源を枯渇させずに繰り返し使え、発電時や熱
   に地球温暖化の原因となる CO2をほとんど排出しない優れたエネルギーです。 

 
 再生可能エネルギーポテンシャル 

再生 能エネルギーの 取・  に関する種 の制約要因による設置の  を考
慮した上で推計された、再生 能エネルギー 源量のことです。 

 
 自家消費型太陽光発電 

民  業や地方公共団体、家庭等において、 地内の屋 や 車場に   発電設
備を設置し、 の電力を建物内で消費する方 のことです。 

 省エネルギー診断 
省エネルギーの 門  エネルギー  設備の状況等を現地  し、設備の現状

を把握するとともに、省エネルギーによるエネルギー消費の削減量等を  する取
組です。 

 

                                         
1 エネルギー供給事業 による 化 エネルギー源の  及び化 エネルギー原 の 効な  の促進に
関する  （平成 21 年   72 号） 
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 スマートコミュニティ 
家庭やビル、交通システムを IT ネットワークでつなげ、地域でエネルギーを有効

活用する次世代の社会システムのことです。 
 

 政府実行計画 
政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措

置について定める計画のことです。2021（令和３）年に改定された同計画では、2030
（令和 32）年の温室効果ガス排出目標が 50％削減（平成 25〔2013〕年度比）に見
直され、その目標達成に向け、太陽光発電の導入や新築建築物の ZEB 化等の様々な
施策を率先して実行していくこととしています。 

 
 ゼロカーボンアクション 

政府が、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、衣食住・移動・買い物など
日常生活におけるアクションとそのアクションによるメリットをまとめたものです。 

 
 ゼロカーボンドライブ 

 太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力（再エネ電力）と電
気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用し
た、走行時の CO2 排出量がゼロのドライブのことです。 

 

タ行 
 大規模排出事業者（特定事業者） 

事業 全体のエネルギー  量 省エネ （エネルギーの  の合理化等に関す
る  ）で定め  た基   で ることか 、省エネ に基づいて、特定事業者又
は特定連鎖化事業者として指定された事業者のことです。当該事業者は、エネルギー
使用状況等の定期報告書を提出する義務等が課せられます。 

 
 地 新電力 

地方公共 体の  的な 画・関 の で  電気事業を み、得られる収益等を
活用して地域の課題解決に取り組む事業者のことです。 

 
 地球温暖化係数 

CO2 を基準にして、 かの温室効果ガス    け温暖化させる能力を つかを
表した数字のことです。CO2 に比べ CH4 は約 25 倍、N2O は約 298 倍、フロン類は
数  数  の温暖化させる能力  るとさ ています。 
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 地球温暖化対策計画 
地球温暖化対策推進法第 8 条に基づき、政府が地球温暖化対策の総合的かつ計画

的な推進を図るために策定する計画のことです。「パリ協定」や「日本の約束草案」
を踏まえて策定されました。 

 
 地球温暖化対策計画書制度 

地方公共団体が、域内の事業者に対して温室効果ガスの排出量やその削減等のた
めの取組等を盛り込んだ計画書・報告書の作成・提出を求めることを通じて、温室効
果ガスの排出削減等への計画的な取組を促す制度です。 

 
ナ行 

 日本の約束草案 
平成 27（2015）年 7 月に  ２（2020）年  の地球温暖化対策に関する  

として、国が決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出した目標です。 
 

 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） 
外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入に

より、室内  の を  しつつ大 な省エネルギーを実現した で、再生可能エネ
ルギーを導入することにより、年 の 次エネルギー消費量の収    とするこ
とを  した住宅のことです。 

 
 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB） 

先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制や自然光・風などの積極的な活用、
高効率な設備システムの導入等により、エネルギー自 度を 力高め、年 のエネル
ギー消費量の収 を  とすることを  した建築物です。 

 
ハ行 

 排出係数 
温室効果ガスの排出量を 定する際に い  る係数のことです。温室効果ガス

の排出量は、直接測定するのではなく、請求書や事務・事業に係る記録等で示されて
いる「活動量」（ え 、ガソリン、電気、ガスな の  量）に、「排出係数」を掛
けて求めます。 

排出係数は、地球温暖化対策推進 施行 で、定められています。 
<            .   .  .                              2.    > 
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 パリ協定 
平成 27（2015）年 12 月にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第

21 回締約国会議（COP21）で採択された新たな国際的枠組みです。主要排出国を含
む全ての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新すること等が含まれています。 

 
英数字 

 BAT（Best Available Technology） 
利用可能な最良の技術、現実的に利用可能な最新のプロセス、施設、装置のことを

指します。 
 

 BEMS（Building Energy Management System） 
建築物全体での徹底した省エネルギー・省 CO2 を促進するため、エネルギーの使

用状況を表示し、照明や空調等の機器・設備について、最適な運転の支援を行うビル
のエネルギー管理システムを指します。 

 
 CEMS（Community Energy Management System） 

地域エネルギーマネジメントシステムのこと。オフィスビルや商業施設を対象と
した BEMS、工場などの産業施設を対象とした FEMS、各家庭を対象とした HEMS
によって、ビルや工場、家庭での各エネルギー需給を最適化し、CEMS により地域の
エネルギーを総合的に管理することを目的としたシステムです。 

 
 COOL CHOICE 

政府が推進している、CO などの温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会
づくりに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」
など、日々の生活の中で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組のことです。 

 
 FEMS（Facility Energy Management System） 

産業施設エネルギーマネジメントシステムのこと。工場・プラント内で最適なエネ
ルギー管理が行われることが可能となるだけでなく、その周辺の地域レベルでのエ
ネルギーの最適化も促進されることが期待されています。 

 
 PPA モデル 

電事業者が発電した電力を特定の需要家等に供給する契約方式です。本マニュア
ルでは、事業者が需要家の屋根や敷地に太陽光発電システムなどを無償で設置・運用
して、発電した電気は設置した事業者から需要家が購入し、その使用料を PPA 事業
者に支払うビジネスモデル等を想定しています。需要家の太陽光発電設備等の設置
に要する初期費用がゼロとなる場合もあるなど、需要家の負担軽減の観点でメリッ
トがあるが、当該設備費用は電気使用料により支払うため、設備費用を負担しないわ
けではないことに留意が必要です。 
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 ZEB 
「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル」を参照。 
 

 ZEH 
「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」を参照。 
 
 
 


